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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 1 月 1 5 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

理 事 （ 水 産 大 学 校 代 表 ） 藤 井  徹 生  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  3 5  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  7 8  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  警 備 保 安 業 務  一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  入 札 説 明 書 に よ る 。  

( 4 )    履 行 期 間  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年

３ 月 3 1 日 ま で 。  

( 5 )    履 行 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構  水 産 大 学 校  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 者 の 決 定 は 、 総 合 評 価 を も

っ て 行 う の で 、 入 札 説 明 書 で 示 し た 企 画 書 等

入 札 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

な お 、 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記

載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の １ ０ パ ー セ ン ト に
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相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切

り 捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落 札 価 格 と

す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る

か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分

の 1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ

と 。  

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 ｣ の 業 種 「 建 物 管 理 等 各

種 保 守 管 理 」 で 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」 又 は

「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ た 者 で あ

る こ と 。  

な お 、 入 札 参 加 グ ル ー プ で 入 札 に 参 加 す る
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場 合 に は 、 令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発

法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全  

省 庁 統 一 資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 ｣ の 業 種 「 建 物

管 理 等 各 種 保 守 管 理 」 で 、 代 表 事 業 者 及 び グ

ル ー プ 事 業 者 の 双 方 が 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」

又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ た 者

で あ る こ と 。  

 ( 3 )   国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い

る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

( 5 )   本 業 務 の 実 施 に 当 た り 、 法 令 上 必 要 な 資 格

等 を 有 し て い る 者 又 は 資 格 等 を 有 し て い る 者
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を 業 務 に 当 た ら せ る こ と が で き る 者 で あ る こ

と 。  

( 6 )   本 入 札 は 一 の 事 業 者 で 参 加 す る こ と も 、 入

札 参 加 グ ル ー プ で 参 加 す る こ と も 可 と す る 。  

な お 、 入 札 参 加 グ ル ー プ で 参 加 す る 場 合 は 、

次 の 要 件 を す べ て 満 た す 者 で あ る こ と 。  

①  入 札 参 加 グ ル ー プ の 代 表 と な る 事 業 者

（ 以 下 「 代 表 事 業 者 」 と い う 。 ） を 定 め 、

入 札 書 類 の 提 出 期 限 ま で に 入 札 参 加 グ ル ー

プ 結 成 に 関 す る 協 定 書 （ 又 は こ れ に 類 す る

書 類 ） を 提 出 し た 者 で あ る こ と 。  

②  入 札 参 加 グ ル ー プ の 代 表 事 業 者 を 除 く 全

て の 事 業 者 は 、 上 記 （ ２ ） の 入 札 参 加 グ ル

ー プ の グ ル ー プ 事 業 者 に 係 る 要 件 及 び（ １ ）、

（ ３ ） 、 （ ４ ） の 要 件 を す べ て 満 た す 者 で

あ る こ と 。  

③  代 表 事 業 者 及 び グ ル ー プ 事 業 者 は 、 各 担

当 業 務 に お い て 上 記 （ ５ ） の 要 件 を 満 た す

者 で あ る こ と 。  

④  代 表 事 業 者 及 び グ ル ー プ 事 業 者 は 、 他 の
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入 札 参 加 グ ル ー プ を 構 成 す る 者 又 は 単 独 で

入 札 に 参 加 す る 者 で な い こ と 。  

( 7 )   入 札 参 加 予 定 の 事 業 協 同 組 合 の 構 成 員 は 、

他 の 入 札 参 加 グ ル ー プ に 参 加 若 し く は 単 独 で

入 札 に 参 加 す る こ と は で き な い も の と す る 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )  入 札 書 及 び 企 画 書 等 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を

示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い

合 わ せ 先  〒 7 5 9 - 6 5 9 5  山 口 県 下 関 市 永 田

本 町 二 丁 目 7 番 1 号  国 立 研 究 開 発 法 人 水

産 研 究 ・ 教 育 機 構 水 産 大 学 校 校 務 部 会 計 課

施 設 係  西 郡  正 憲  電 話 0 8 3 - 2 2 7 - 3 8 2 9  

Ｆ Ａ Ｘ 0 8 3 - 2 6 4 - 2 0 8 0   

E - m a i l  j n i s i g o r i @ f i s h - u . a c . j p  

 ( 2 )   入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者 は 、

以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  

   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  
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②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 警 備 保 安 業 務 入 札 説 明 書 宅

配 便 に て 希 望 」と 記 入 し 、社 名 、担 当 者 名 、

住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ

て メ ー ル ま た は Ｆ Ａ Ｘ を 送 信 す る こ と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 警 備 保 安 業 務 入 札 説 明 書 メ

ー ル に て 希 望 」と 記 入 し 、社 名 、担 当 者 名 、

メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、

上 記 3 ( 1 ) あ て メ ー ル ま た は Ｆ Ａ Ｘ を 送 信

す る こ と 。   

( 3 )   入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所  

日 時  令 和 8 年 1 月 2 9 日 1 4 時  

場 所  山 口 県 下 関 市 永 田 本 町 二 丁 目 7 番 1 号

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

水 産 大 学 校  本 館 一 階 第 一 会 議 室 Ａ  

※  令 和 8 年 1 月 2 2 日 ま で に 入 札 説 明 書 を

受 領 し 、 同 日 中 に 入 札 説 明 会 参 加 申 込 書 を

提 出 す る こ と 。  

( 4 )   企 画 書 等 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 2 月 1 6 日 1 7
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時  

( 5 )   入 札 、 開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 8 年 2 月

2 6 日 1 1 時  山 口 県 下 関 市 永 田 本 町 二 丁 目 7

番 1 号  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機

構 水 産 大 学 校  本 館 一 階 第 一 会 議 室 Ａ （ た だ

し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ

る こ と と し 、 令 和 ８ 年 2 月 2 5 日 1 7 時 必 着 の

こ と ｡ ）  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )   入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項  こ の 一 般 競 争 に

参 加 を 希 望 す る 者 は 、 企 画 書 等 を 上 記 3 ( 4 ) に

示 す 期 限 ま で に 上 記 3 ( 1 ) に 示 す 場 所 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 開 札 日 の 前 日 ま で

の 間 に お い て 、 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・

教 育 機 構 理 事 （ 水 産 大 学 校 代 表 ） か ら 企 画 書

等 に 関 し 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応

じ な け れ ば な ら な い 。  



 8

( 4 )   入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 入 札 者 に 求 め ら

れ る 義 務 を 履 行 し な か っ た 者 の 提 出 し た 入 札

書 は 無 効 と す る 。  

( 5 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

( 6 )    落 札 者 の 決 定 方 法  予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲

内 で あ り 、 か つ 、 入 札 説 明 書 で 示 す 要 求 事 項

の う ち 必 須 項 目 の 要 求 を 全 て 満 た す 提 案 を し

た 入 札 者 の 中 か ら 、 入 札 説 明 書 に お い て 定 め

る 総 合 評 価 の 方 法 を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る 。

た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ

っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合

し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認 め ら

れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結 す る こ と

が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ

が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 予 定 価 格 の 制 限

の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し 、 か つ 、 入 札

説 明 書 で 示 す 要 求 事 項 の う ち 必 須 項 目 の 要 求

を 全 て 満 た す 提 案 を し た 他 の 入 札 者 の 中 か ら

総 合 評 価 の 方 法 を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る こ
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と が あ る 。  

( 7 )   手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 8 )   競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 9 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  

p r o c u r i n g  e n t i t y : T e t s u o  F u j i i ,  E x e c u t i v e  

D i r e c t o r ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  

E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  

p r o c u r e d :  7 8  
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( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  

r e q u i r e d :  F a c i l i t i e s  m a n a g e m e n t  o p e r a -  

t i o n s  a t  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  U n i v e r s i t y  1  

s e t  

( 4 )    F u l f i l l m e n t  p e r i o d :  F r o m  1  A p r i l  2 0 2 6  t o  

3 1  M a r c h  2 0 2 7  

( 5 )    F u l f i l l m e n t  p l a c e :  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  

U n i v e r s i t y ,  N a t i o n a l  R e s e a r c h  a n d  D e -

v e l o p m e n t  A g e n c y ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A  o r  B  o r  C  o r  D  “ M a n a g e m e n t  

a n d  M a i n t e n a n c e  o f  b u i l d i n g ”  i n  t e r m s  o f  
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t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  

t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  

E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  q u a l i f i c a t i o n  

f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  

y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  2 0 2 7 .   

 ( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 1 : 0 0 ,  2 6  

F e b r u a r y  2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  M a s a n o r i  

N i s h i g o r i ,  P u r c h a s i n g  S u b s e c t i o n ,  A c -

c o u n t i n g  S e c t i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n  O f f i c e ,  
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１．本業務の詳細な内容に関する事項 

 

（１）国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校の概要 

水産大学校は、水産に関する学理及び技術の教授及び研究を行うことにより、水産

業を担う人材の育成を図るために当該施設を設置している。 

 

①当該施設の名称及び所在地 

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 

〒759-6595 山口県下関市永田本町二丁目７番１号 

 

②敷地面積他 

 

建物名 敷地面積 建面積 延面積 階高 

本館 

他６１棟 

 

211,844㎡ 

 

23,637㎡ 

 

46,085㎡ 

 

平屋建－４階建 

 

③建物平面図 

別添資料「平面図」のとおり 

 

（２）本業務の対象と内容 

 

①本業務の対象は以下の業務のとおりとする。 

 

番号 

 

業 務 種 別 

 

１ 警備保安業務 

 

②本業務の内容については､以下に掲げるとおりとする。 

（ア）警備保安業務 

ａ業務の概要 

水産大学校校舎等の警備業務及び防災管理、来校者の入退管理並びに受付業務

等を行うこと。 

ｂ業務仕様 

別添仕様書 01 参照 

 

 

２．確保されるべき本業務の質に関する事項 

 

（１）本業務の質 

本業務を通して、達成すべき質は、快適な施設利用を可能とするとともに、   

当該施設における執務、教育及び研究の円滑な実施を可能とすることである。 

 

①品質の維持 

本業務の不備に起因した水産大学校における執務、教育及び研究業務の中断回数 

（定量的な指標：０回） 

        ※執務、教育及び研究業務の中断とは、執務、教育及び研究業務が中段により目     
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的が達成されない場合をいう。 

  ②安全性の確保 

本業務の不備に起因した水産大学校校舎内での人身事故又は物損事故の発生回数 

（定量的な指標：０回） 

  ③環境への配慮 

本業務遂行にあたって温室効果ガスの削減等環境への配慮に努めること。    

ただし、利用者の業務に支障の無いよう配慮すること。 

 

（２）各業務において確保すべき水準 

各業務における確保すべき水準は、別添仕様書 01 に定める内容とする。 

ただし、「仕様書」に定める内容については、法令に反しない限り改善提案を行うこ

とができる。 

 

 

（３）創意・工夫の発揮可能性 

本業務の実施に当たっては、次の観点から法令に反しない限り事業者の創意と工夫

を反映し、本業務の質の維持向上（包括的な質及び効率の向上、経費の削減、環境へ

の配慮等）に努めるものとする。 

 

①本業務の実施全般に対する質の確保に関する提案 

事業者は、本業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案

を行うことができる。 

②仕様書に定める実施方法に対する改善提案 

事業者は、仕様書に定める実施方法に対し、改善すべき提案がある場合は、具体的

な方法等を示すとともに、各業務において確保すべき水準が確保できる根拠等を提

案すること。なお、改善提案は入札価格に含むことが可能なものに限ることとし、

水産大学校のコスト負担になる改善提案は行わないものとする。 

 

（４）業務改善策の提出 

事業者は、次の場合、速やかに業務改善策を作成、提出し、水産大学校の承認を得な

ければならない。なお、事業者は、改善策の作成及び実施に当たり、水産大学校に対

して必要な助言、協力を求めることができる。 

 

①報告等の結果、本業務の質が確保されないことが明らかになり、水産大学校が業務

の改善が必要であると判断し、事業者にこれを求めた場合。 

②水産大学校が、本業務のモニタリング(質疑応答)を随時行い、契約及び業務の仕様

に照らして不適切であり、業務の改善が必要であると判断し、事業者にこれを求め

た場合。 

 

 

３．費用負担等に関するその他の留意事項 

 

（１）消耗品等 

本業務を実施するにあたり必要な消耗品等については、別添仕様書 01 に定めのある

他、以下のとおりとする。 

 

①学生及び施設利用者が使用する消耗品については、水産大学校の負担とする。 
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②事業者が使用する消耗品や付属品については、事業者の負担とする。 

③事業者の業務に必要な消耗資材品等は、事業者の負担とする。 

④施設内設置の電話を事業者が業務上使用した場合の電話料金は水産大学校の負   

担とする。 

 

（２）光熱水費 

水産大学校は、事業者が本業務を実施するのに必要な電気・ガス・上下水道の使用

を無償とする。 

 

（３）法令変更による増加費用及び損害の負担 

法令の変更による事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から③ま

でのいずれかに該当する場合には水産大学校が負担し、それ以外の法令変更による

場合については事業者が負担する。 

 

①本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

②消費税その類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む。） 

③上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変  

更（税率の変更含む。） 

 

 

４．実施期間に関する事項 

本業務の実施期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。 

 

 

５．事業者に使用させることができる水産大学校資産に関する事項 

 

（１）使用可能な施設 

本事業に関係する水産大学校の施設、設備等のすべて。 

 

（２）事務スペース等の借受け 

 

①事業者は、本業務及びこれに付随する業務を実施するため、水産大学校が指定する

事務スペース等を無償で借り受けることができる。 

②施設の使用を終了し、または中止した場合は、原状回復の上、直ちに水産大学校に

返還し、検査確認を受けなければならない。 

 

（３）使用目的の制限等 

 

①事業者は、上記（１）及び（２）の施設・設備等は、本業務及びこれに付随する業務

以外の目的で使用してはならない。 

②事業者は、上記（１）及び（２）の施設・設備等を使用する際は、水産大学校の指示

に従い、善良な管理者の注意をもって適切に使用しなければならない。なお、万一、

施設・設備等に損害を与えた場合は、直ちに監督職員に報告し、その指示に従い、事

業者の負担において修復等を行うものとする。 

 

 

（４）機器等の持込み 
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①事業者は、水産大学校の事務に支障を来たさない範囲において、本業務に必要な機

器・設備等を持ち込むことができるものとする。ただし、持ち込む場合には、事前に

水産大学校の承認を得なければならない。 

②上記①の機器・設備等については、適切に管理すること。 

③施設の使用を終了し、または中止した場合は、直ちに原状回復を行い、監督職員の

検査確認を受けなければならない。 

 

（５）使用に係る経費等 

 

①上記（１）及び（２）の施設・設備等については、無償で使用することができる。 

②上記（４）①の機器・設備等を設置するための経費及びこれらから生じる経費は、上

記４（２）に定める光熱水費を除き、原則事業者の負担とする。 

 

 

６．事業者が、水産大学校に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措

置その他の本業務の適正かつ確実な実施の確保のために講ずべき措置に関する事項 

 

（１）報告等 

 

①業務従事者名簿等の提出 

（ア）事業者は、本業務開始日までに本業務に従事する者、本業務を行うに当たり必

要な資格を有する者の名簿を水産大学校に提出すること。 

②業務計画書の作成と提出 

事業者は、本業務開始日までに当該年度の管理業務計画書を作成し、水産大学校に

提出すること。 

③業務報告書の作成と提出 

（ア）事業者は、業務の内容に応じて、水産大学校の指定する周期において業務報告    

書を作成し、監督職員に提出すること。 

（イ）事業者は、当該年度終了後、当該年度に係る本業務の年間総括報告書を水産大

学校に提出すること。 

（ウ）事業者は、万一、事故等が発生した場合は、迅速に対応するとともに、直ちに監

督職員に報告すること。 

 

（２）水産大学校による調査への協力 

水産大学校は、事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると   

認めるときは、事業者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、または事業

者の事務所（または業務実施場所）に立ち入り、業務の実施状況または帳簿、書類そ

の他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

 

 

（３）指示 

水産大学校は、事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要が

あると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することが

できるものとする。 

 

（４）秘密の保持 
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事業者は、本業務に関して水産大学校が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及

び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものと

し、そのための必要な措置を講じなければならない。事業者（その者が法人である

場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他本業務に従事している者また

は従事していた者は、業務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。 

 

（５）個人情報の取り扱い 

 

①基本的事項 

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務による事務を処理するための

個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第７条

第２項の規定に基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざんまたはき損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

②取得の制限 

事業者は、本業務による事務を処理するために個人情報を取得する時は、あらかじ

め、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。 

また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を   

取得するものとする。 

③利用及び提供の制限 

事業者は、監督職員の指示または承諾があるときを除き、個人情報を自ら利用し、

または提供してはならない。 

④複写等の禁止 

事業者は、監督職員の指示または承諾があるときを除き、本業務による事務を処理

するために水産大学校から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、ま

たは複製してはならない。 

⑤事案発生時における報告 

事業者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、または発生する恐れがあることを知

った時は、速やかに水産大学校に報告し、指示に従うものとする。本業務が終了し、

または解除された後においても同様とする。 

⑥管理体制の整備 

事業者は、本業務による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど

管理体制を定めなければならない。 

⑦業務従事者への周知 

事業者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務による事務に関

して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用し

てはならないなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

（６）業務の引継ぎ 

 

①事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう必要に応じて前年度の本業務実

施事業者から業務開始日までに必要な引継ぎを受けなければならない。 

②本業務を実施する事業者の変更があった場合には、事業者は、変更後の事業者との

間で業務内容について適切に引継ぎを行わなければならない。この場合、業務引継

資料等を作成の上、水産大学校に文書及び電子媒体で業務終了日までに提出しなけ

ればならない。 

 

（７）契約に基づき事業者が講ずべき措置 
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①業務の開始及び中止 

（ア）事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始    

しなければならない。 

（イ）事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらか

じめ水産大学校の承認を得なければならない。 

②公正な取扱い 

（ア）事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を具体的な理由なく区別

してはならない。 

（イ）事業者は、当該施設の利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の

有無により区別してはならない。 

③金品等の授受の禁止 

事業者は、本業務において、金品等を受け取り、または与えてはならない。 

④宣伝行為の禁止 

事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣

伝を行ってはならない。事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実を

もって、第三者に対し、誤解を与えるような行為をしてはならない。 

⑤法令の遵守 

事業者は、本業務を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しなければ

ならない。 

⑥安全衛生 

事業者は本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理について、責任者を

定め、関係法令に従って行わなければならない。 

⑦記録・帳簿書類等 

事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終

了し、または中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければ

ならない。 

⑧権利の譲渡 

事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に譲

渡してはならない。 

⑨権利義務の帰属 

（ア）本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、事業

者は、その責において、必要な措置を講じなければならない。 

（イ）事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ水産大学

校の承認を得なければならない。 

 

 

⑩再委託の取扱い 

（ア）事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 

（イ）一の事業者では、本業務を実施できない場合は、あらかじめ入札参加グループ

を構成すること。 

（ウ）事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則    

としてあらかじめ企画書において再委託に関する事項（再委託先の住所、名称、

再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委

託先の業務履行能力並びに報告徴取その他業務管理方法）について記載しなけ

ればならない。【様式９】 

（エ）事業者は、本契約締結後、やむを得ない事由により再委託を行う場合には、再委    
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託に関する事項（再委託先の住所・名称・委託する業務の範囲、再委託を行うこ

との合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴取その他業務管

理の方法）を明らかにした上で、水産大学校の承認を得なければならない。 

（オ）事業者は、上記（ウ）から（エ）により再委託を行う場合には、再委託先から必

要な報告を徴取することとする。 

（カ）上記の秘密の保持等、公正な取扱い、金品の授受の禁止、宣伝行為の禁止、水    

産大学校の契約によらない自らの業務の禁止等について、再委託先は、事業者

と同様の義務を負うものとする。また、事業者は、再委託先に遵守させるため

の必要な措置を講じなければならない。 

⑪業務途中における入札参加グループからの脱退 

代表事業者及び入札参加グループの参加事業者は、本業務を完了する日までは入札

参加グループから脱退することはできない。 

⑫業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置 

入札参加グループのうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合におい

ては、水産大学校の承認を得て、残存する参加事業者が共同連帯して当該参加事業

者の分担業を完了するものとする。 

ただし、残存する参加事業者のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存事業

者全員及び水産大学校の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入

させ、当該参加事業者を加えた入札参加グループが共同連帯して破産又は解散した

参加事業者の分担業務を完了するものとする。 

⑬契約解除 

水産大学校は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

（ア）偽りその他不正の行為により落札者となったとき 

（イ）本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することがで

きないことが明らかになったとき 

（ウ）上記（イ）に掲げるほか、本契約において定められた事項について重大な違反が

あったとき  

（エ）上記（２）による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条項による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をしたとき 

（オ）上記（３）による指示に違反したとき 

（カ）上記（４）に違反して業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき 

（キ）暴力団の業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき 

（ク）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになったとき 

 

⑭契約解除時の取扱い 

（ア）上記⑬に該当し、契約を解除した場合には、水産大学校は事業者に対し、当該解

除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支給する。 

（イ）この場合、事業者は、契約金額の１００分の１０に相当する金額を違約金とし

て水産大学校の指定する期間内に納付しなければならない。 

（ウ）水産大学校は、事業者が上記（イ）の規定による金額を水産大学校の指定する期

日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった

日までの日数に応じて、年１００分の５の割合で計算した金額を延滞金として

納付させることができる。 

（エ）水産大学校は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をす



8 
 

ることができる。 

（オ）事業者は、上記項目にかかわらず、事業者の責めに帰することができない事由

により、本業務の全部又は一部の実施が遅延したり、不能となったりした場合

は責任を負わない場合がある。 

この場合、水産大学校と協議をするものとする。 

⑮委託内容の変更 

水産大学校及び落札事業者は、本件業務の質の向上の推進、またはその他やむを得

ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を

書面によりそれぞれの相手方に提出し、それぞれの相手方の承諾を得なければなら

ない。 

⑯設備更新の際における事業者への措置 

実施期間中に設備が更新される際は、更新機器について事業者へ通知するとともに、

契約変更を行う場合がある。 

⑰契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、事業者と水産大学校が協

議するものとする。 

⑱環境対策・防災対策等への提案 

事業者は、業務の履行を通じて、環境対策や防災対策等に関して提案があれば、任      

意の書式で意見を提出することができる。 

 

 

７．事業者が本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠

償に関し契約により当該事業者が負うべき責任に関する事項 

事業者またはその職員その他の本業務に従事する者が、故意または過失により、第三

者に損害を加えた場合は、次に定めるところによるものとする。 

 

（１）水産大学校が、当該第三者に対する賠償を行ったときは、水産大学校は事業者に対

し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について水産大学校の責め

に帰すべき理由が存する場合は、水産大学校が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超

える部分に限る。）について求償することができる。 

 

（２）事業者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき、当該第三者に対す

る賠償を行った場合であって、当該損害の発生について水産大学校の責めに帰すべ

き理由が存するときは、事業者は水産大学校に対し、当該第三者に支払った損害賠

償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することがで

きる。 

 

 

８．その他本業務の実施に関し必要な事項 

 

（１）水産大学校の検査・監督体制 

本契約に係る検査・監督体制は次のとおりであり、検査・監督は、理事（水産大学校

代表）が、自らまたは補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行

うものとする。 

 

①検査職員 

校務部管理課長 
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②監督職員 

校務部管理課管理係長 

 

（２）事業者が負う可能性のある主な責務等 

 

①会計検査 

事業者は、本業務が会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第 23 条第 1 項第 7 号

に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めると

きは、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実地検査を受け、又は同院か

ら直接若しくは水産大学校を通じて、資料・報告等の提出を求められ、若しくは質

問を受ける場合がある。 

 























 

 

 

 

 

 

０１．警 備 保 安 業 務 
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業 務 仕 様 書 

 

 

１．件  名  警備保安業務 

 

２．業務目的   本業務は、水産大学校校内を２４時間体制で警備することにより、事故

防止及び防犯、並びに本校学生に対して良好な学習環境を整備及び提供

することを目的とする。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

        国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

４．業務期間  自）令和 ８年 ４月 １日 

至）令和 ９年 ３月３１日 

警備時間は２４時間とする。 

 

５．業務内容 

１）警備員要件 

①請負者は、常時１名以上を本校指定の守衛所に配置すること。 

②請負者は、毎月、勤務体制表（シフト表）を担当職員へ提示すること。シフト表の

提示は、提示する月の前月最終の平日または当月最初の平日とする。 

③請負者は、休暇、出張及び研修、その他の理由によりシフト表に変更が生じた場合

は、判明次第速やかに担当職員へ事前連絡すること。ただし、急病等によりやむを

得ない場合はこの限りではない。 

④配置される警備員は、経験年数１年以上かつ施設警備業務検定２級を有する者を、

１名以上配置すること。条件を満たす警備員を責任者として置き、適切な監督及び

引継ぎが可能となるよう、シフトに組み入れしなければならないものとする。 

⑤上記④に定める条件に満たない警備員をシフトに組み入れる場合は、条件を満たす

者と同レベルの警備保安が履行可能な体制、教育及び研修の実施状況等を書面によ

り提示し、本校の承認を得なければならないものとする。 

⑥配置される警備員に求める資格について、上記④及び⑤以外に、資格に関する要件

は不問とする。 

⑦配置される警備員について、年齢及び性別の制限は設けないものとする。 

⑧配置される警備員は、心身ともに良好な健康状態であり、本校に来校する者に対し

て毅然とした対応かつ言動及び態度に注意して円滑な対応ができる者であること。 

⑨配置される警備員は、本業務に関連する本校の定める規程類を理解するよう努め、

業務の取扱いに疑義が生じた場合は、担当職員へ相談すること。 



２）警備保安内容 

①校内巡視 

ア）校内巡視は、夜間（概ね２１時、１時、５時）の３回とする。 

イ）別紙「水産大学校校内図」に巡回時計（①から⑪、本校が設置）を示す。巡回

時計の番号順に、各建物及び敷地内の巡視を行うこと。巡視を行う際、巡回時計

の機能を利用し、巡回時間の記録を行うこと。 

ウ）巡視の際に不審な者の入校を確認した場合等、非常時においては、本校が指定

する者及び警察署・消防署への通報等の緊急措置を行うこと。 

②守衛所業務 

ア）上記①の巡視時以外、警備員は基本的に守衛所へ常駐するものとする。巡視時

等、守衛所を不在とする場合は、守衛所窓口に不在等の掲示を行うこと。 

イ）本校の業務時間外となる平日１２時から１３時まで、平日１７時１５分から翌

平日８時３０分まで、土曜・日曜・祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３

日まで）の終日は、電話取次ぎ及び来客等の応対を行うこと。 

ウ）建物に立ち入ることを目的として訪問する来校者（水産大学校学生生協へ訪問

する者を除く）に対し、受付として本校が指定する情報（氏名・連絡先・訪問先

など）を記入させ、入校許可証を貸与すること。併せて、自動車で訪問した者へ

駐車許可証を貸与すること。許可証の貸与時、退校する際に許可証を返却するよ

う、来校者へ依頼すること。 

エ）上記ウ）の対応時、不審者については、担当職員または訪問先と伝えられた職

員へ連絡し、協力して対応すること。 

オ）守衛所付近の事故及び守衛所内に設置する警報盤の鳴動等、非常時において

は、本校が指定する者への通報及び現場への急行等の緊急措置を行うこと。 

カ）本校が指定する施設等の鍵を管理し、役職員等又は学生に対し、本校の定める

規程類に従い、鍵を一時的に貸与する。 

キ）半年に１度、貸与された鍵の棚卸を実施し、担当職員へ報告すること。 

③日報による業務報告 

ア）８時００分から翌８時００分を１日とし、日報の記録を行うこと。 

イ）日報の報告内容は、上記①及び②の業務履行において確認される、巡回時間の

報告、照明点灯施設及び部屋の位置、巡視時の不審な点及び発見、その他担当職

員と協議の上で決定した項目とする。 

ウ）上記イ）で定めた報告内容については、平日８時３０分に、請負者の任意様式

で担当職員へ報告すること。 

３）秘密保持 

①請負者は、業務履行上で知り得た本校の情報を第三者に漏洩し、また、使用しては

ならない。ただし、事前に本校の承認を得た場合はこの限りではない。 

②請負者は警備員に対し、在職中及び退職後も上記①と同様の守秘義務があることを

誓約させること。 



 

６．そ の 他  詳細については担当職員の指示に従うこと。 
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